
平成２７年１１月２５日最高裁判決のポイント
（H26.12.14衆議院小選挙区選挙に係る一票の較差を巡る選挙無効訴訟）

【違憲状態・合理的期間未経過】

本件選挙時の選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反

する状態にあったものであるが、憲法上要求される合理的期間内

における是正がされなかったとはいえず、憲法の規定に違反する
ものということはできない。

＜違憲状態とした理由＞
○ ０増５減の措置の対象とされた県以外の都道府県について、定

数の見直し及び１人別枠規定廃止後の区割基準に基づく再配分が
されておらず、これを主な要因として投票価値の較差（当日有権

者数の最大較差１対２．１２９）が生じ、較差２倍以上の選挙区
も１３存在したことなどに照らすと、全体として、新区画審設置

法３条の趣旨に沿った選挙制度の整備が実現されていたとはいえ

ないことの表れというべきであり、憲法の投票価値の平等の要求
に反する状態にあったものである。

＜合理的期間未経過とした理由＞
○ 国会において、旧選挙区割りが違憲状態にあると認識し得たの

は、平成２３年判決の時点（H23.3.23）からであった。

○ その後、０増５減による較差是正により、選挙区間の投票価値

の較差も、改定の時点では一定の縮小がみられ、平成２３年判決
を受け、立法府における是正のための取組が行われ、本件選挙ま

での間に是正の実現に向けた一定の前進と評価し得る選挙区割り
の改定が行われた。

○ 本件選挙は、当該選挙区割りの改定から約１年５か月後に施行

されたものであり、その改定後も国会においては引き続き検討が
続けられていることなどを併せ考慮すると、憲法上要求される合

理的期間を徒過したものと断ずることはできない。

＜今後の国会の取組への言及＞

○ 国会においては、今後も、衆議院に設置された検討機関におい
て行われている投票価値の較差の更なる縮小を可能にする制度の

見直しを内容とする具体的な改正案の検討と集約が早急に進めら
れ、区画審設置法３条の趣旨に沿った選挙制度の整備に向けた取

組が着実に進められていく必要がある。
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